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2024 連合島根春季生活闘争まとめ（案） 
 

ははじじめめにに  

2024 春季生活闘争は、「総合生活改善闘争」の位置づけのもと、国民生活の維持・

向上をはかるため、労働組合が前に出て、社会・経済の構造的な問題解決をはかる「け

ん引役」を果たす闘争である。実質賃金の低下に歯止めがかからず、歴史的な物価高

騰により、働く人のくらしは厳しさを増している中での労使交渉において「人への投

資」を意識した粘り強い交渉が行われた。 

今次闘争では「賃金も物価も経済も安定的に上昇する経済社会へとステージ転換を

はかる正念場」と位置付け、2023 闘争を上回る賃上げで傷んだ労働条件の回復をはか

り、生活向上につなげる闘争を展開した。経済・社会の原動力となる「人への投資」

を積極的に求める「未来づくり春闘」を進めることにより、これまで同様に多くの組

合が交渉に臨み回答を引き出した。それぞれの要求内容には幅があり、かつ示された

回答にも幅があるものの、これまでの労使関係を礎に、この一年間の組合員の努力・

頑張りと企業の持続的成長、物価上昇による組合員の「生活防衛・生活向上」を徹底

して行っていった結果であると受け止める。 

連合島根は、連合本部の闘争方針に則り「連合島根第 68 回地方委員会」にて方針

を確定し春季生活闘争に臨んできた。従来の賃上げ交渉に加え、働き方改革に関する

取り組みなどについて論議が行われるよう交渉促進に向けてのアナウンス、情報公開

に努めてきた。 

連合本部で確認された「2024 春季生活闘争まとめ」を基本に内容を精査し、評価と

今後に向けた課題を以下のとおり整理し、2025 春季生活闘争の方針議論へつなげて

いく。 

 

ⅠⅠ．．22002244 連連合合島島根根春春季季生生活活闘闘争争方方針針  

物価高が続き、実質賃金が上がっていないことなども踏まえて連合は、定期昇給

に賃金改善を加えた５％以上の要求を決定した。連合島根も本部方針に則り 2024

春季生活闘争に取り組むこととする。しかしながらすでに、本部方針を踏まえたう

えで、産別組合ごとには長引く物価高や人手不足、組合員の生活を守っていく観点

から、５％の水準を超える要求方針とした組織もある。島根県の経済実態や企業の

経営環境については注視したうえで、実質賃金が持続的に上昇するような社会と経

済を目指していかなければならない。 

（１）「賃上げ」をはじめとする「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み 

１）連合島根の賃金の維持・復元の取り組み 

すべての組合は、月例賃金にこだわる闘いを進めることとし、定昇・賃金カー

ブ維持相当分（約２％）を確保した上で、「底上げ」「底支え」「格差是正」分

として３％（合計５％）以上を賃上げ要求水準とする。なお、物価変動の影響を

考慮した実質賃金が減少しており、物価上昇の加速に賃金の伸びが追いついてい

ないことをふまえ、組合員の「生活防衛」を徹底して行っていく。要求水準を５％

以上とする一方で、業績に応じた上積みや同業種との均衡を求めるなど具体的要

求は各組合の判断とする。 

連合島根の賃上げ要求基準の基礎データとして、これまで各構成組織・単組の

協力を得て、毎年賃金実態調査を行い、県内民間企業の賃金について調査してき
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た。本年度も９月の賃金調査データを、連合本部の関係分析機関(労働調査協議

会：労調協)に依頼し分析を行った。2023連合島根賃金実態調査結果(2023年9月

度支給賃金調査)では、単組より、8,745人のデータを集約することができ、今回

の賃金実態調査結果を基に、連合島根として以下の賃金要求基準を示す。 

 

①賃金カーブの算定が可能な組合は、定昇・賃金カーブ維持相当分（約２％）を

確保した上で、「底上げ」「底支え」「格差是正」分として３％以上を要求す

ることとする。 

②賃金制度が未整備の組合は、構成組織の指導のもと、制度の確立・整備に向け

た取り組みを強化する。賃金カーブの算定が困難な組合に対して、連合島根の

賃金実態調査結果から求めた次の金額を示す。 

【平均賃上げ要求基準】 

定昇・賃金カーブ維持相当分【４，１００】円を目安として確保し、「生産性向

上」「底上げ」「底支え」「格差是正」分などを、賃上げ（３％≒【８，１００】

円）として求める。（合計【１２，２００】円以上を目安とする） 

③「復元・賃金改善分」は、月例賃金の引き上げ（ベースアップ）を基本とし、

具体的要求は各組合の判断とする。 

④連合島根地域ミニマム賃金は実態調査に基づき以下のとおり設定する。 

      

 

 

 

 

 

 
[2023年9月賃金実態調査結果]  

 ２０２３年度 ２０２２年度 ２０２１年度 ２０２０年度 

調査対象人員 ８，７４５人 ７，３９５人 ９，０７６人 ９，１８８人 

平均年齢 ４０．２歳 ４０．３歳 ３９．４歳 ３９．２歳 

平均勤続 １５．９年 １５．２年 １５．８年 １５．７年 

平均賃金 ２６１，１００円 ２５６，１２０円 ２５０，５２５円 ２５０，４２６円 

 

２）企業内最低賃金の取り組みの一層の強化 

①全労働者の処遇改善のために、企業内最低賃金協定の締結拡大と水準の引き上

げをはかることが必要である。このため、未締結組合は協定化の要求を行いす

べての組合で協定化をはかる。こうした取り組みの強化で法定最低賃金へ連動

させていく。 

②企業内最低賃金は、本部方針に基づき最低到達水準を時給1,200円以上を目標

に取り組む。また、産業に相応しい水準で協定し、その協定を特定（産業別）

最低賃金の水準引き上げに結びつけていく必要があることから、関連業種の各

組合においては現行の特定（産業別）最低賃金との相関関係に留意することと

する。 

 

３）島根県高卒初任給の参考目標値（令和４年賃金構造基本統計調査による金額） 

連合島根地域ミニマム賃金設定額（賃金実態に基づき設定） 

２５歳     【１７０，２００】円 

３０歳     【１８３，５００】円 

３５歳     【１９０，４００】円 

４０歳     【２００，０００】円 
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１７２，３００円（令和３年比 プラス５，２００円） 

産別方針をふまえ、各組合は初任給の決定に対して積極的に関与していく。 

 

４）生活防衛の観点からの一時金水準の確保・向上 

一時金の水準は回復が伝えられているが、産業・単組別で見ればバラツキは大

きく、生活防衛の面からみて問題を抱えているところも多い。基本的には、生活

の基礎である月例賃金の維持・改善を最優先とした闘争を展開していく。 

 

（２）長時間労働の是正など「働き方」を見直す取り組み 

毎月勤労統計調査の結果を見ると、2022 年の月あたり平均値における島根県の

状況は、①総実労働時間：全国平均 136.1ｈに対し 142.0ｈ、②所定内労働時間：

全国平均 126.0ｈに対し 132.9ｈ、③所定外労働時間：全国平均 10.1ｈに対し 9.1

ｈであり、依然として総実労働時間等は全国平均を上回る状況となっている。 

また、年次有給休暇の取得状況は、就労条件総合調査によると、2022 年全国平均

62.1％の取得率(取得平均日数 10.9 日)となり、1984 年以降過去最高となっている。

働き方改革関連法施行により、2019 年 4 月から年 5 日の年休取得が義務化された

影響が大きい。  

全ての労働者の立場にたった「働き方」の見直しに基づいた各構成組織での取り

組みを基盤に、長時間労働の是正等に向けて【職場での運動】に加えて、世論喚起

等【社会への運動】に以下のとおり取り組む。  

  

１）長時間労働の是正に向けた各労働組合の取り組みの地域への発信  

中小共闘センターで蓄積している各組合集計の時間外労働のデータを有効に

活用するとともに、春闘の賃上げ集計（報告）に併せて各組合の「時短」の取り

組みの詳細な把握に努め、好事例については各種媒体を通じて地域への発信を進

める。  

２）「働き方改革」の推進に向けた世論喚起の取り組み 

2017 年 11 月 10 日に経済団体・教育機関・金融機関・行政・労働団体（連合島

根）の 13 団体で締結した「しまね働き方改革宣言」を職場・地域に広く周知を

図り、県内における長時間労働是正等の機運を高めるため、各構成組織・単組・

支部の職場への宣言文掲出の取り組みを進める。 

 

しまね働き方改革宣言（抜粋） 

 

宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

 

 

３）公正取引の実現および商取引慣行の見直し 

中小企業の賃上げ原資確保および長労働時間是正には取引の適正化の推進が

不可欠であり、「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」をテ

ーマに県内においても取り組みを進める。連合島根としては、経営団体（経営者
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協会・中小企業家同友会）との意見交換、島根労働局および島根県への要請行動

を配置し、地域社会全体に訴えていく取り組みを進める。 

 

３．「すべての労働者の立場にたった働き方」の改善 

日本は構造的に生産年齢人口が減少の一途をたどる中、わが国全体の生産性を高

め、「人材の確保・定着」と「人材育成」につなげていくためには、職場の基盤整

備が重要である。 

 したがって、豊かな生活時間とあるべき労働時間の確保、すべての労働者の雇用

安定、均等・均衡待遇実現、人材育成と教育訓練の充実など、「すべての労働者の

立場にたった働き方」の改善に向けて総体的な検討と協議を行う。 

 また、企業規模によって、法令の施行時期や適用猶予期間の有無、適用除外とな

るか否かが異なる1が、働き方も含めた取引の適正化の観点も踏まえ、取り組みの

濃淡や負担感の偏在が生じないよう、すべての構成組織・組合が同時に取り組むこ

ととする。 

 

（１）長時間労働の是正 

１）豊かな生活時間とあるべき労働時間の確保 

 すべての働く者が「生きがい」「働きがい」を通じて豊かに働くことのできる社

会をめざし、豊かで社会的責任を果たしうる生活時間の確保と、「年間総実労働

時間 1800 時間」の実現に向けた労働時間短縮の取り組みによる安全で健康に働

くことができる職場の中で最大限のパフォーマンスが発揮できる労働時間の実

現とを同時に追求していく。 

２）改正労働基準法に関する取り組み 

 労働者の健康確保が労働時間制度の大前提であるとの認識のもと、時間外労働

の上限規制を含む改正労働基準法等の職場への定着促進および、法の趣旨に沿っ

た適切な運用の徹底をはかる観点から、以下に取り組む。 

 取り組みにあたっては、改めて事業場単位での過半数代表者および過半数労働

組合に関する要件・選出手続等の適正な運用に取り組む。 

①３６協定の締結・点検・見直し（限度時間が上限であることを原則とした締結、

休日労働の抑制）、締結に際しての業務量の棚卸しや人員体制の見直し 

②すべての労働者を対象とした労働時間の客観的な把握と適正な管理の徹底 

③「裁量労働制」や「事業場外みなし」など労働時間制度の運用実態の把握およ

び適正運用に向けた取り組み（労働時間の点検、裁量労働制の改正（2024 年 4

月施行）を踏まえた専門業務型の本人同意の義務化、同意撤回の手続の定めな

どに関する労使協定・労使委員会決議の見直し、健康・福祉確保措置の実施状

況の点検・見直し） 

④年次有給休暇の 100％取得に向けた計画的付与の導入等に関する取り組み 

⑤月 60 時間超の時間外労働に対する割増賃金率 50％の徹底 

⑥建設業、自動車の運転業務、医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始

（2024 年 4 月）に向けた労使協議および各制度の周知・遵守徹底の取り組み 
 

（２）すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み 

 雇用の原則は「期間の定めのない直接雇用」であることを踏まえ、雇用形態にか

かわらず、すべての労働者の雇用の安定に向けて取り組む。 

 
1  別紙３「人数規模により対応が異なる労働関係法令」参照。 
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１）有期雇用労働者の雇用の安定に向け、労働契約法 18 条の無期転換ルールの

周知徹底および、労働条件明示ルールの改正（2024 年 4 月施行）を踏まえた対

応（更新上限の有無・内容、無期転換申込機会および転換後の労働条件の明示

義務化など）、無期転換回避目的の安易な雇止めなどが生じていないかの確認、

通算期間 5年経過前の無期転換の促進、正社員転換の促進などを進める。 

２）派遣労働者について、職場への受入れに関するルール（手続き、受入れ人数、

受入れ期間、期間制限到来時の対応など）の協約化・ルール化をはかるととも

に、直接雇用を積極的に受入れるよう事業主に働きかけを行う。 
 

（３）職場における均等・均衡待遇実現に向けた取り組み 

 同一労働同一賃金に関する法規定の職場への周知徹底をはかるとともに、労働組

合への加入の有無を問わず、有期・短時間・派遣労働者の均等・均衡待遇実現に向

け取り組む。 

 無期転換労働者のうち短時間労働者についてはパート有期法に関する取り組み

を徹底する。フルタイム無期転換労働者については均等・均衡待遇実現のため法の

趣旨にもとづき短時間労働者と同様の取り組みを進める。 

１）有期・短時間労働者に関する取り組み 

①正規雇用労働者と有期・短時間で働く者の労働条件・待遇差の確認 
②（待遇差がある場合）賃金・一時金や各種手当等、個々の労働条件・待遇ごと

に、その目的・性質に照らして正規雇用労働者との待遇差が不合理となってい

ないかを確認 
③（不合理な差がある場合）待遇差の是正 
④有期・短時間労働者の組合加入とその声を踏まえた労使協議の実施 

 

２）派遣労働者に関する取り組み 

①派遣先労働組合の取り組み 

a)正規雇用労働者と派遣労働者の労働条件・待遇差を確認する 

b)派遣先均等・均衡待遇が可能な水準での派遣料金設定や派遣元への待遇情報

の提供など、事業主に対する必要な対応を求める 

c)食堂・休憩室・更衣室など福利厚生施設などについて派遣労働者に不利な利

用条件などが設定されている場合は、是正を求める 

②派遣元労働組合の取り組み 

a)待遇情報の共有や待遇決定方式に関する協議を行う 

b)待遇決定方式にかかわらず比較対象労働者との間に不合理な格差等がある

場合には、是正を求める 

c)有期・短時間である派遣労働者については、上記１）の取り組みについて確 

認（比較対象は派遣元の正規雇用労働者） 
 

（４）人材育成と教育訓練の充実 

 教育訓練は、労働者の技術・技能の向上やキャリア形成に資することはもちろん、

企業の持続的な発展にも資する重要な取り組みである。教育訓練は、企業が主体的

に推進すべきものであるが、その内容等については、事前に労使で協議を行う。特

に、非正規雇用で働く者や障がいを持つ者の雇用安定や処遇改善に向けては、能力

開発をはじめとする人材育成・教育訓練の充実が欠かせない。 

 また、職場を取り巻く様々な状況を踏まえ、人材育成方針の明確化や、教育訓練
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機会の確保・充実、教育訓練休暇制度の創設など、教育訓練を受けやすい環境整備、

習得した能力を発揮する機会の確保を行うとともに、各種助成金の活用も含め、雇

用形態にかかわらず、広く「人への投資」につながるよう労使で協議する。 

 

（５）60 歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み 

 働くことを希望する高齢期の労働者が、年齢にかかわりなく安定的に働ける社会

の構築に向けて環境を整備していく必要がある。 

 60 歳以降も、希望者全員がやりがいを持ち、健康で安心して働くことができる環

境整備に取り組む。 

なお、高年齢者雇用継続給付の給付率が 2025 年度に現行の 15％から 10％に引き

下げられることを踏まえ、計画的な対応を検討する。 

１）基本的な考え方 

①60 歳～65 歳までの雇用確保のあり方 

・65 歳までの雇用確保は、希望者全員が安定雇用で働き続けることができ、雇用

と年金の接続を確実に行う観点から、定年引上げを基軸に取り組む。 

・なお、継続雇用制度の場合であっても、実質的に定年引上げと同様の効果が得

られるよう、65 歳までの雇用が確実に継続する制度となるよう取り組む。あわ

せて、将来的な 65 歳への定年年齢の引上げに向けた検討を行う。 

②65 歳以降の雇用（就労）確保のあり方 

・65 歳以降の就労希望者に対する雇用・就労機会の提供については、原則とし

て、希望者全員が「雇用されて就労」できるように取り組む。 

・高齢期においては、労働者の体力・健康状態その他の本人を取り巻く環境がよ

り多様となるため、個々の労働者の意思が反映されるよう、働き方の選択肢を

整備する。 

③高齢期における処遇のあり方 

・年齢にかかわりなく高いモチベーションをもって働くことができるよう、働き

の価値にふさわしい処遇の確立とともに、労働者の安全と健康の確保をはかる。 
２）改正高年齢者雇用安定法の取り組み（65～70 歳まで雇用の努力義務） 

①同一労働同一賃金の法規定対応の確実な実施（通常の労働者と定年後継続雇用

労働者をはじめとする 60 歳以降の短時間（パート）・有期雇用で働く労働者

との間の不合理な待遇差の是正） 

②健康診断等による健康や体力の状況の把握と、それに伴う担当業務のマッチン

グの実施 

③働く高齢者のニーズを踏まえた労働時間をはじめとする勤務条件の改善や、基

礎疾患を抱える労働者などの健康管理の充実の推進 

④高齢化に伴い増加がみられる転倒や腰痛災害等に対する配慮と高年齢労働者

の特性を考慮した職場環境改善 

⑤労働災害防止の観点から、高齢者に限定せず広く労働者の身体機能等の向上に 

 向けた「健康づくり」の推進と安全衛生教育の充実 
 

（６）テレワーク導入にあたっての労働組合の取り組み 

 テレワークの導入あるいは制度改定にあたっては、次の考え方をもとに取り組み

を行う。 

 なお、テレワークに適さない業種や職種に従事する労働者については、感染リス

クを回避した環境整備、労働時間管理、健康確保措置など、啓発や適切な措置を講
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じるものとする。 

１）テレワークは、重要な労働条件である「勤務場所の変更」にあたるため、「テ

レワーク導入に向けた労働組合の取り組み方針」の「具体的な取り組みのポイ

ント」を参考に実施の目的、対象者、実施の手続き、労働諸条件の変更事項な

どについて労使協議を行い、労使協定を締結した上で就業規則に規定する。そ

の際、情報セキュリティ対策や費用負担のルールなどについても規定する。な

お、テレワークの導入・実施にあたっては、法律上禁止された差別等にあたる

取り扱いをしてはならないことにも留意する。 
２）テレワークに対しても労働基準関係法令が適用されるため、長時間労働の未

然防止策と作業環境管理や健康管理を適切に行うための方策をあらかじめ労

使で検討する。 
３）テレワークの運用にあたっては、定期的な社内モニタリング調査や国のガイ

ドラインの見直しなども踏まえ、適宜・適切に労使協議で必要な改善を行う。 
 

（７）障がい者雇用に関する取り組み 

障害者雇用率制度のあり方や、障害者雇用における環境整備などを含む「障害者

雇用の促進に向けた連合の考え方」にもとづき、以下に取り組む。 

１）障害者雇用促進法にもとづく法定雇用率が、2024 年 4 月から 2.5％（国・地

方自治体 2.8％、教育委員会 2.7％）に引き上げられることを踏まえ、障がい

者が安心して働き続けることができるよう、障害者雇用率の達成とともに、各

種助成金等の活用を含め、職場における障がい者の個別性に配慮した雇用環境

の整備に取り組む。 

２）事業主の責務である「障がい者であることを理由とした不当な差別的取扱い

の禁止」、「合理的配慮の提供義務」、「相談体制の整備・苦情処理および紛

争解決の援助」について、労働協約・就業規則のチェックや見直しに取り組む。 

３）ＩＣＴ等を活用した在宅勤務や短時間勤務など、障がい特性等に配慮した働

き方の選択肢を増やし、就労拡充・職域拡大をはかる。 

４）雇用の安定やキャリア形成の促進をはかることを目的に、能力開発の機会を

確保するよう取り組む。 

 

（８）中小企業、有期・短時間・派遣等で働く労働者の退職給付制度の整備 

１）企業年金のない事業所においては、企業年金制度の整備を事業主に求める。

その際、企業年金制度は退職給付制度であり、賃金の後払いとしての性格を有

することから、確実に給付が受けられる制度を基本とする。 
２）「同一労働同一賃金ガイドライン」の趣旨を踏まえ、有期・短時間・派遣等

で働く労働者に企業年金が支給されるよう、退職金規程の整備をはかる。 
 

（９）短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に関する取り組み 

１）社会保険が適用されるべき労働者が全員適用されているか点検・確認する。 
２）事業者が適用拡大を回避するために短時間労働者の労働条件の不利益変更を

行わないよう取り組む。また社会保険の適用を一層促進するよう労働条件の改

善を要求する。 
 

（10）治療と仕事の両立の推進に関する取り組み 

 疾病などを抱える労働者は、治療などのための柔軟な勤務制度の整備や通院目的
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の休暇に加え、疾病の重症化予防の取り組みなどを必要としているため、以下に取

り組む。 

１）長期にわたる治療が必要な疾病などを抱える労働者からの申出があった場合

に円滑な対応ができるよう、休暇・休業制度などについて、労働協約・就業規

則など諸規程の整備を進める。 
２）疾病などを抱える労働者のプライバシーに配慮しつつ、当該事業場の上司や

同僚に対し、治療と仕事の両立支援についての理解を促進するための周知等を

徹底する。 
 

４．ジェンダー平等・多様性の推進 

多様性が尊重される社会の実現に向けて、性別をはじめ年齢、国籍、障がいの有

無、就労形態など、様々な違いを持った人々がお互いを認め合い、やりがいをもっ

て、ともに働き続けられる職場を実現するため、格差を是正するとともに、あらゆ

るハラスメント対策や差別禁止に取り組む。また、ジェンダー・バイアス（無意識

を含む性差別的な偏見）や固定的性別役割分担意識を払拭し、仕事と生活の調和を

はかるため、すべての労働者が両立支援制度を利用できる環境整備に向けて、連合

のガイドライン2や考え方・方針3を活用するなどして取り組みを進める。 

（１）改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動 

改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法について、連合のガイドライン

にもとづき、周知徹底とあわせて、法違反がないかなどの点検活動を行う。ま

た、労使交渉・協議では、可能な限り実証的なデータにもとづく根拠を示し、以

下の項目について改善を求める。 

１）女性の昇進・昇格の遅れ、仕事の配置や配分が男女で異なることなど、男女

間格差の実態について点検を行い、積極的な差別是正措置（ポジティブ・アク

ション）により改善をはかる。 

２）合理的な理由のない転居を伴う転勤がないか点検し、是正をはかる。 

３）妊娠・出産などを理由とする不利益取り扱いの有無について検証し、是正を

はかる。 

４）改正女性活躍推進法にもとづく事業主行動計画策定に労使で取り組む。その

際、職場の状況を十分に把握・分析した上で、必要な目標や取り組み内容を設

定する。 

５）事業主行動計画が着実に進展しているか、労働組合として Plan(計画)・Do

（実行）・Check（評価）・Action （改善）に積極的に関与する。 

６）企業規模にかかわらず、すべての職場において「事業主行動計画」を策定す

るよう事業主に働きかけを行う。 

７）事業主行動計画策定にあたっては、企業規模にかかわらず「男女の賃金の差

異」を把握するよう事業主に働きかける。 

８）「男女の賃金の差異」の公表に際しては、任意に公表する情報である「説明

欄」の活用を事業主に働きかけることにより、差異の分析を促すとともに、労

使で改善に取り組む。 

９）事業主行動計画の内容の周知徹底はもとより、改正女性活躍推進法や関連す

 
2 性的指向及び性自認に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン（2016 年 3 月 3 日第 6 回中央執行委員会 ＠ＲＥＮＧ
Ｏ／2017 年 11 月 17 日）、改正女性活躍推進法にもとづく「事業主行動計画」策定等についての取り組みガイドライン（2022
年改定版）（＠ＲＥＮＧＯ／2022 年 8 月 18 日） 

3 「仕事の世界における暴力とハラスメント」対策に関する連合の考え方（2018 年 9 月 21 日第 14 回中央執行委員会）、女性活
躍推進法が定める一般事業主行動計画に関する連合の取り組みについて（2022 年 7 月 22 日第 10 回中央執行委員会）、改正育
児・介護休業法に関する連合の取り組み（2021 年 11 月 18 日第 2 回中央執行委員会） 
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る法律に関する学習会等を開催する。 

 

（２）あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み 

職場のハラスメントの現状を把握するとともに、カスタマー・ハラスメントや就

活生などに対するハラスメントを含むあらゆるハラスメント対策や差別禁止の取

り組みを進める。その上で、労働協約や就業規則が定めるハラスメントや差別に関

する規定やガイドライン4を確認し、その内容が法を上回る禁止規定となるようさ

らなる取り組みを進める。 

１）ハラスメント対策関連法（改正労働施策総合推進法等）で定めるパワー・ハ

ラスメントの措置義務が 2022 年 4 月 1 日よりすべての企業に課されたことか

ら、連合のガイドラインにもとづき、労働組合としてのチェック機能を強化す

るとともに、職場実態を把握した上で、事業主が雇用管理上講ずべき措置（防

止措置）や配慮（望ましい取り組み）について労使協議を行う。 

２）同性間セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメントも含めたセ

クシュアル・ハラスメントの防止措置の実効性が担保されているか検証する。 

３）マタニティ・ハラスメントやパタニティ・ハラスメント、ケア（育児・介護）・

ハラスメントの防止措置の実効性が担保されているか検証する。 

４）パワー・ハラスメントを含めて、あらゆるハラスメントを一元的に防止する

取り組みを事業主に働きかける。 

５）ＬＧＢＴ理解増進法が 2023 年 6 月に施行されたことから、性的指向・性自

認に関するハラスメントや差別の禁止、望まぬ暴露であるいわゆるアウティ

ングの防止やプライバシー保護に取り組むとともに、連合のガイドラインを

活用して就業環境の改善等を進める。あわせて、差別撤廃の観点から、同性パ

ートナーに対する生活関連手当の支給をはじめとする福利厚生の適用を求め

る。 

６）10 項目ある雇用管理上の措置（防止措置）がすべて実施されているか点検す

るとともに、とりわけハラスメント行為者に対する厳正な対処が行われるよ

う、諸規定の改正を進める。 

７）ドメスティック・バイオレンスをはじめとする性暴力による被害者を対象と

した、相談支援機関との連携強化を含めた職場の相談体制の整備や休暇制度

の創設等、職場における支援のための環境整備を進める。 

 

（３）育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備 

改正育児・介護休業法について、周知徹底とあわせて改正内容が実施されてい

るかなどの点検活動を行うとともに、連合の方針等にもとづき、以下の課題につ

いて取り組みを進める。 

１）2022 年 4 月 1 日施行の改正育児・介護休業法で定める事業主が雇用管理上講

ずべき措置（雇用環境の整備、個別周知、意向確認）が行われているか点検し、

「雇用環境の整備」については複数の措置を行うよう労使協議を行う。 

２）育児や介護に関する制度を点検するとともに、両立支援策の拡充の観点から、

法を上回る内容を労働協約に盛り込む。 

３）有期契約労働者が制度を取得する場合の要件については、改正法に定められ

た「事業主に引き続き雇用された期間が 1年以上である者」が撤廃されている

 
4 ハラスメント対策関連法を職場で活かし、あらゆるハラスメントを根絶するための連合の取り組みについて（ガイドライン

含む）（2020 年 1 月 23 日第 4 回中央執行委員会 ＠ＲＥＮＧＯ／2020 年 1 月 24 日） 
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か点検したうえで、法で残っている「子が 1歳 6カ月に達する日までに労働契

約が満了することが明らかでないこと」についても撤廃をはかる。 

４）育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務、所定外労働の

免除の申し出や取得により、解雇あるいは昇進・昇格の人事考課等において不

利益取り扱いが行われないよう徹底する。 

５）妊産婦保護制度や母性健康管理措置について周知されているか点検し、妊娠・

出産および制度利用による不利益取り扱いの禁止を徹底する。 

６）女性の就業継続率の向上や男女のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、

2022 年 10 月 1 日施行の出生時育児休業（産後パパ育休）の整備など男性の育

児休業取得促進に取り組む。 

７）両立支援制度や介護保険制度に関する情報提供など、仕事と介護の両立を支

援するための相談窓口を設置するよう求める。 

８）不妊治療と仕事の両立のため、取得理由に不妊治療を含めた休暇等（多目的

休暇または積立休暇等を含む）の整備に取り組み、2022 年 4 月 1 日施行の「く

るみんプラス」の取得をめざす。 

９）男女の更年期、生理休暇などの課題を点検・把握し、環境整備と制度導入に

向けた取り組みを進める。 

10）事業所内保育施設（認可施設）の設置、継続に取り組み、新設が難しい場合

は、認可保育所と同等の質が確保された企業主導型保育施設の設置を求める。 

 

（４）次世代育成支援対策推進法にもとづく取り組みの推進 

１）ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた労働組合としての方針を明確にし

た上で、労使協議を通じて、計画期間、目標、実施方法・体制などを確認し、

作成した行動計画の実現をはかることで「トライくるみん」・「くるみん」・

「プラチナくるみん」の取得をめざす。 

２）「トライくるみん」・「くるみん」・「プラチナくるみん」を取得した職場

において、その後の取り組みが後退していないか労使で確認し、計画内容の実

効性の維持・向上をはかる。 

 

５．「ビジネスと人権」の取り組み 

労働組合は企業活動における特別なステークホルダーであり、ビジネスと人権に

ついて、積極的に取り組む責任がある。連合の考え方5を活用するなどして、企業規

模・業種・海外取引の有無にかかわらず、連合加盟のすべての労働組合がそれぞれ

の現場で取り組みを進めていく。 

１）労働組合として対応すべき自社に関する人権課題などを検証・確認しつつ、

実情に応じてビジネスと人権に関する取り組み方針を策定する。 

２）企業に対し、自社の人権方針、国連指導原則をはじめとする国際規範、取引

先の対応などについてのビジネスと人権に関する教育・研修の実施を求める。 

３）ビジネスと人権を扱う労使協議機会の確保に努める。具体的には、既存の労

使協議の場で扱うことや、必要に応じて委員会や協議機関の設置を求める。 

４）企業に対し、人権尊重に関する方針を策定することを働きかける。方針が既

にある場合でも、国連指導原則や最新の状況に即した内容であるかを確認し、

必要に応じて改定を求める。 

５）労使協議などの場を通じ、企業が人権デュー・ディリジェンスの実効ある取

 
5  ビジネスと人権に関する連合の考え方（2023 年 8 月 24 日第 23 回中央執行委員会確認） 
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り組みを実施するよう働きかける。 

６）自社だけでなくサプライチェーン全体の労働者も含めたステークホルダーが

利用できる相談窓口の設置など、苦情処理メカニズムの構築を働きかける。 

７）企業に対し、一連の人権デュー・ディリジェンスの取り組みの検証と情報公

開を求める。 
 

６．運動の両輪としての「政策・制度実現の取り組み」 

2024 春季生活闘争における運動の両輪として、政策・制度実現の取り組みを引き

続き推し進める。具体的には、現下の経済・社会情勢を踏まえ、「働くことを軸とす

る安心社会－まもる・つなぐ・創り出す－」の実現に向けた政策課題について、政

府・政党・各議員への働きかけなど、審議会対応、国会対応、春季生活闘争時期にお

ける「連合アクション」などを通じた世論喚起など、連合本部・構成組織・地方連合

会が一体となって幅広い運動を展開する。 

１）現下の経済・社会情勢を踏まえた 2024 年度予算編成実現と 2024 年度税制改

正実現の取り組み（「給付付き税額控除」の仕組み構築、揮発油税などの「当

分の間税率」の廃止など） 

２）価格転嫁や取引の適正化につながる諸施策の実効性を高める取り組み 

３）誰もが安心して暮らせるよう、社会保障制度の充実・確保に向けた取り組み

（年金、医療・介護、子ども・子育て支援など） 

４）すべての労働者の雇用の安定・人への投資拡充に向けた取り組み 

５）あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み 

６）学校職場における長時間労働の是正と教職員の負担軽減の取り組み 
 

ⅡⅡ．．22002244 春春季季生生活活闘闘争争ににおおけけるる取取りり組組みみ経経過過  

◇◇連連合合本本部部 

（１）闘争体制の確立と交渉の経過 

2024 春季生活闘争方針策定に先立ち、本来は連合リビングウェイジの改定年で

はないものの、物価高騰を踏まえ簡易改定し、〈賃金要求指標パッケージ〉の「目標

水準」「最低到達水準」等を見直した。第 91 回中央委員会（2023 年 12 月 1 日）に

よる 2024 春季生活闘争方針確認により闘争体制を確立した後、中央闘争委員会お

よび 5つの部門別共闘連絡会議、労働条件・中小労働委員会／担当者会議において

交渉状況等を共有しつつ、闘争を進めた。2024 闘争を経済も賃金も物価も安定的に

上昇する経済社会へとステージ転換をはかる正念場と位置づけ、持続的な賃上げを

通じた生活向上につなげるため、社会的なうねりをつくっていくことを確認し、交

渉に臨んだ。 

 

（２）中小組合支援の取り組みなど 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を積極的に活用し、賃上

げ原資の確保に向けた価格転嫁が重要であること、労働組合自らが賃金実態を把握

する必要があることを、構成組織・地方連合会に対する闘争方針説明の中で特に強

調した。把握の実態は 2024 年度「労働条件等の点検に関する調査（全単組調査）」

等で把握していく。 

「2024 春季生活闘争 格差是正フォーラム」（2023 年 12 月 7 日）を開催し、「労

務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を周知するとともに、労務費の

価格転嫁を着実に進め賃上げできる環境整備の重要性を共有した。また、取引の適
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正化実現をめざし、日本商工会議所（2月 8日）、中小企業団体中央会（3月 22 日）、

中小企業家同友会全国協議会（4月 24 日）等、中小企業団体との意見交換を行うと

ともに、中小企業庁（4月 22 日）、公正取引委員会（4月 26 日）に対して要請を実

施した。 

中小企業が賃上げをできる環境を整えるため、政府の「未来を拓くパートナーシ

ップ構築推進会議」に参画し、「パートナーシップ構築宣言」の取り組みを推進し

た。 

なお、為替レートの変動が、企業業績や物価高に大きな影響を与えたことも今年

の特徴の一つであった。 

 

（３）政策・制度実現の取り組み 

第 213 通常国会（1月 26 日召集）では、最重点法案とした「2024 年度予算」「税

制改革関連法」など計 14 本の法案、すべてが成立した。 

なお、修正を求めた「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」「児童対象

性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」（日本版 DBS）「事業性融資の推進

等に関する法律」は、国会審議の傍聴行動、参考人質疑への対応などを行ってきた

が、修正には至らなかった。今後は、関係する審議会でガイドラインの整備など法

律の運用面において意見反映行うともに、さらなる法改正も求めていく。 

2024 年度連合の重点政策（第 7 回中央執行委員会（4 月 18 日）確認）は、2025

年度概算要求への反映をめざし、各政党・関係省庁への要請を実施している。 

 

（４）社会対話の促進および大衆行動 

経団連（2月 1日）、日本商工会議所（2月 8日）、全国中小企業団体中央会（3月

22 日）、中小企業家同友会全国協議会（4 月 24 日）との意見交換の機会をとらえ、

春季生活闘争に臨む連合の考え方を主張するとともに取引適正化の必要性につい

て共有した。 

「政労使の意見交換」が開催され（11 月 15 日、1 月 22 日、3 月 13 日）、芳野会

長が出席した。芳野会長は、中小企業の賃上げ原資の確保に向けて「労務費の適切

な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知徹底、適正な価格転嫁促進に向けた

独占禁止法や下請法などの現行法の論点整理、労働組合のない企業で働く労働者へ

の賃上げの波及に向けた社会的機運を醸成するための地方版政労使会議の開催等

を求めた。岸田首相は、所得増と成長の好循環による新たな経済へ移行するチャン

スをつかみとるためには、物価上昇を上回る構造的な賃上げを実現しなければなら

ない、と述べた。地方版政労使会議は、3月末までに 47 都道府県すべてで開催され

た（別紙 2参照）。また「新しい資本主義実現会議」にも芳野会長が参画し、中小組

合や有期・短時間・契約等で働く労働者への持続的な賃上げに向けた課題整理の重

要性等について発言した。 

構成組織・組合の要求策定・交渉を支援するため、賃金相場波及につながる各種

情報を適宜公表した。要求・回答集計結果公表の記者会見を共闘連絡会議と合同で

開催するなど、部門ごとの交渉環境の醸成と社会的波及の強化に努めた。 

2024 闘争方針が策定された 12 月以降、格差是正フォーラム（12 月 7 日）を皮切

りに、政策制度 要求実現 3.1 中央集会、3.8 国際女性デー全国統一行動中央集会、

4.5 中小組合支援共闘推進集会、みんなで賃上げ 4.18 地場中小支援緊急集会を開

催して機運を高めた。また「連合アクション」の活動と連動しながら、中央では街

頭宣伝行動（12 月 7 日、3月 1日、4月 5日）を実施した。2.22 連合アクションデ
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平均 9,137 円・4.23％（同 2,490 円増・1.14 ポイント増）となっており、いずれ

も昨年同時期を上回った。 

参考値ではあるが、時給・月給の賃上げ率はそれぞれ 5.74％・4.98％となり、

時給はフルタイムの組合員（平均賃金方式）を上回っている。 

 

④企業内最低賃金 

企業内最低賃金協定の要求・交渉を行った組合は、のべ 1,019 組合（闘争前協

定あり 952 組合・なし 67 組合）となった。このうち、闘争前に協約があり、基

幹的労働者の定義を定めている組合の基幹的労働者の企業内最低賃金は、平均で

月額 183,134 円／時間額 1,155 円、基幹的労働者の定義を定めていない場合は、

平均で月額 179,400 円／時間額 1,055 円となった。 

 

⑤初任給 

初任給の要求・交渉を行った組合のうち、高卒／生産技能職の改定額・率は

9,993 円・5.71％（同 4,248 円増・2.33 ポイント増）、高卒／事務技術職の改定

額・率は 10,029 円・5.66％（同 4,362 円増・2.36 ポイント増）、大卒／事務技術

職の改定額・率は 11,960 円・5.56％（同 4,725 円増・2.11 ポイント増）となっ

た。 

 

⑥一時金 

フルタイム組合員一人あたり平均（加重平均）で、年間月数で 5.09 月（同 0.22

月増）、年間金額で 163 万 8,723 円（同 50,327 円増）となった。 

短時間労働は平均（加重平均）で、年間月数で 1.15 月、年間金額で 9万 7,125

円となり、契約社員は平均（加重平均）で、年間月数で 2.38 月、年間金額で 23

万 9,492 円となった。 

 

（３）「すべての労働者の立場にたった働き方」の見直し 

①長時間労働の是正 

「長時間労働の是正」に関する要求はのべ935件、回答はのべ640件となった。

「36 協定の点検や見直し」「年次有給休暇の取得促進に向けた取り組み」「インタ

ーバル規制の導入および導入済制度の向上に向けた取り組み」などを中心に回答

が引き出されたが、のべ件数は要求・回答ともに昨年を下回った。 

 

②すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み 

「すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み」に関する要求はのべ 944 件、

回答はのべ 545 件となった。「正社員への転換ルールの整備と運用状況点検」は、

のべ件数は要求では昨年を下回り、回答は昨年からほぼ横ばいであった。 

 

③職場における均等・均衡待遇実現に向けた取り組み 

「同一労働同一賃金の実現に向けた労働条件の点検もしくは改善」に関する要

求はのべ 1,194 件、回答はのべ 488 件となった。育児・介護休業の取得を正社員

と同様の制度とする取り組みなどについて前進がみられる。 

 

④60 歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み 

60 歳以降の高齢期における雇用と処遇について、要求はのべ 1,094 件、回答は
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のべ 508 件となった。「65 歳までの雇用確保に向けた定年引き上げ」で前進がみ

られる。 

 

⑤ジェンダー平等・多様性の推進 

「ジェンダー平等・多様性の推進」に関する要求はのべ 2,903 件、回答はのべ

1,695 件となった。育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備などで前進がみら

れる。 
 

◇◇連連合合島島根根  

１．要求結果について 

（１）加重平均で、要求組合数 83 組合、要求額 15,216 円と昨年を 4,837 円上回り、

過去最高の要求結果となった。 

（２）連合本部・連合島根や各構成組織の要求方針に則り、県内での要求水準の決定

を図った。前年度に引き続き大手準拠や追従の流れからの離別を強く意識し、す

べての組合は月例賃金にこだわった闘いを推進した。各構成組織の要求書提出に

ついては、前年並みの要求スピードであった。 

 

２．妥結結果について 

（１）加重平均による妥結状況は、妥結組合数 79 組合、妥結額は 10,425 円と昨年を

3,813 円上回り、過去最高の妥結結果となった。 

（２）妥結状況については、当初は例年並みのスピード感はなく、昨年を下回る妥結

スピードで推移し、連合島根として春闘速報を通じた情報公開に努めてきた。 

（３）妥結水準は、要求水準と同じく加重平均・単純平均・地場組合ともに過去最も

高い妥結額であることに加え、ほぼすべての業種において前年を上回る結果とな

った。 

（４）今次闘争においても、連合島根は各種データや情報の開示に努め、中小共闘に

注力した闘争を展開した。闘争期間において、交渉・妥結状況について毎月の執

行委員会での確認や、春闘速報を広く公開する「2024 春季生活闘争ＦＡＸ速報」

を発信するなどの具体的で連動性のある対応を行った。 

 

３．地域別最低賃金の取り組みについて 

中央最低賃金審議会からＡ～Ｃランクで50円の引き上げ目安が示された。また、

島根地方最低賃金審議会は、「58 円」の引き上げ、時間額９６２円とすることで結

審した。専門部会で全会一致とならなかったため本審としての採決を行い、賛成多

数（使側反対）で４項目の付帯決議付きの結審となった。 

 

４．産業別最低賃金の取り組みについて 

必要性審議の要件を満たさないことから審議を見送った百貨店・総合スーパーマ

ーケットを除く、５業種において「58 円」の引き上げで全会一致となっている。 

一方で、労使間協定における社内最低賃金が産業別最低賃金と切迫しており引き

上げ額に限度があるケースが今年度も発生した。 
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７．連合中国ブロック各地方連合会等の妥結結果比較（加重平均、300 人未満） 

 
組合数 

300 人未満 

99 人以下 100～299 人 

全国 3816 9,626 12,004 

島根 51 7,992 10,601 

鳥取 50 7,742 9,933 

岡山 59 10,913 

広島 39 11,526 

山口 29 10,839 

北海道 140 8,978 11,887 

静岡 111 10,115 12,412 

三重 76 9,779 10,917 

福岡 81 10,769 11,914 

 

ⅢⅢ．．22002244 春春季季生生活活闘闘争争にに対対すするる受受けけ止止めめ  

◇◇連連合合本本部部  

１．全体的な受け止め 

（１）2024 春季生活闘争では、連合が賃上げに改めて取り組んだ 2014 年以降では最

も高く、1991 年以来となる定昇込み 5％台の賃上げが実現した。定昇除く賃上げ

分は過年度物価上昇率を上回った。デフレマインドを払しょくし、わが国経済社

会のステージ転換をはかる正念場であるとの時代認識を労使で共有するととも

に、物価高による家計への影響、人手不足による現場の負担増などを踏まえ、産

業・企業、さらには日本経済の成長につながる「人への投資」の 重要性につい

て、中長期的視点を持って粘り強く真摯に交渉し、主体的に大きな流れを作った

結果と言える。ステージ転換に向けた大きな一歩として受け止める。 

（２）こうした結果に結びついた主な要因について、連合としてのマクロレベルの視

点から整理しておく。 

＜経済情勢＞ 

・物価高が続くなかで昨年以上に賃上げへの期待が大きかった。 

・中小企業も含め多くの産業・企業で人手不足が加速し、人材の確保・定着を意識

した企業間の競争が強まった。 

＜社会情勢＞ 

 ・中央における政労使の意見交換に加え、地方版政労使会議を全国で開催するなど、

賃上げに向けた社会的機運が昨年以上に高まった。 

 ・2023 年 11 月に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が公表さ

れるなど、適正な価格転嫁の必要性についての社会的認識が広がり始めた。 

＜労使のコミュニケーション＞ 

 ・「未来づくり春闘」を積み重ねてきたことで、経済団体や中小企業団体などとの労

使間の問題意識の共有が深化した。 

＜運動面＞ 

・コロナ禍や国際情勢の変化などで強く影響を受けてきた産業においても回復の芽

が出てきた環境条件のもと、春に賃金交渉を集中させて相場形成と波及をはかり、

大きな流れをつくるという“春闘メカニズム”が効果的に機能した。 

・連合の闘争方針を受けて、前年より賃上げ目標を引き上げた構成組織も多く、幅

広い産業で積極的な賃上げ要求作りを行い交渉したことが結果に結びついた。 
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・「みんなで賃上げ。ステージを変えよう！」のスローガンを掲げ、アピール行動

と積極的な情報発信を全国で展開し、賃上げの社会的機運の醸成や労働組合のな

い企業などへの波及にも努めた。 

 

２．働く者の生活向上につながるか 

（１）2022 春季生活闘争より、日本の実質賃金の長期低下傾向を反転させることを一

つの目標として「未来づくり春闘」を掲げてきた。2023 年度の消費者物価（総合）

は 3.0％と要求検討時点の見通しより上振れした。2024 年度については政府

2.5％9、日本銀行 2.8％10の見通しとなっている。定昇除く賃上げ分は全体で

3.56％、中小で 3.16％となっている。賃上げ反映後の日本全体の実質賃金の動向

を注視しつつ、次年度以降の取り組みにつなげていく必要がある。 

（２）今年の賃上げの配分について、人材確保のために初任給を大幅に引き上げる一

方、中高年層への配分を相対的に抑制するなどの傾向もあるものと推測される。

人材の定着やモチベーションの維持・向上などの観点も含めて、賃上げ後の賃金

カーブを点検する必要がある。また、賃上げ後の賃金と社会保障給付・公共サー

ビスなどでライフステージに対応した生活ができるのか点検し、政策面とあわせ

て総合的な生活改善の取り組みを強化する必要がある。 

 

３．格差是正は進んだか 

（１）中小組合も昨年より 1.22％ポイント上昇し、全体的に健闘しているが、全体平

均を下回っている。その原因の一つは、大企業と比べ中小企業の方が原材料費、

エネルギー費、労務費などの適正な価格転嫁が進んでいないことに加え、商品・

サービスの価値の取引価格が長期間据え置かれる／引き下げられるなどの取引

慣行が依然として根強いことなどにあると考えられる。また、取引の慣行や課題

は、産業による違いも大きい。適正な価格転嫁、公正取引、および「人への投資」

「未来への投資」を通じた生産性の向上などにより、継続的に格差是正を含めた

賃上げができる環境を作っていくことが必要であり、政策面からの対応と労使コ

ミュニケーションの強化がより一層重要になっている。 

（２）有期・短時間・契約等労働者の時給の引上げ率は 5.74％と、フルタイム組合員

の平均賃金方式の賃上げ率 5.10％を上回り、連合が時給の集計を開始した 2000

年代中盤以降では最大の引き上げとなった。仲間を増やし、「働きの価値に見合

った賃金水準」をめざし引き続き格差是正に取り組むとともに、今年の法定最低

賃金の引き上げを通じ労働組合のない企業で働く労働者の賃金の底上げにも波

及させる必要がある。 

（３）男女間賃金格差の実態と要因把握・点検、改善に向け、各組合で取り組んだ。

2022 年 7 月に女性活躍推進法の省令が改正され、301 人以上の事業主に対して

「男女の賃金の差異」の公表が義務化されたが、男女間賃金格差是正に向け、企

業規模にかかわらず、「男女の賃金の差異」の把握を事業主に働きかける必要が

ある。また、公表の際は「説明欄」の活用を事業主に働きかけ、差異の分析・是

正を促す取り組みを推進する必要がある。 

 

 

 

 
9 内閣府「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」（2024 年 1 月 26 日） 消費者物価指数（総合） 
10 日本銀行「経済・物価情勢の展望」（2024 年 4 月 26 日） 消費者物価指数（生鮮食品を除く総合） 
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４．働き方の改善は進んだか 

（１）働き方の改善についても、産業・企業の特性を踏まえた要求と交渉が展開され

た。勤務間インターバル制度の導入など長時間労働の是正や労働時間の短縮、正

社員登用の条件緩和や全従業員対象の企業内最低賃金引き上げなど有期・短時

間・契約等労働者の雇用安定と処遇改善、再雇用者への賃上げや一時金支給など

60 歳以降の雇用確保と処遇改善、公的資格取得奨励一時金の増額などの人材育

成、男性の育児時間の特別有給休暇化や育児休職を支える者を対象とする育児応

援制度の導入などの両立支援、同性パートナーシップ制度規程の制定など、これ

まで以上に様々な取り組みが行われ、一定の前進がはかられた。引き続き、「すべ

ての労働者の立場にたった働き方」の改善に取り組む必要がある。 

  

◇◇連連合合島島根根  

１．要求結果について 

（１）要求水準は、過去最高の水準となり、物価上昇が生活に与えている影響を加味

し、経済・社会の活力の原動力となる「人への投資」を積極的に求める「未来づ

くり春闘」が展開されている結果が、水準の高い要求金額へとつながったものと

考える。 

（２）特に中小・地場組合が全体の平均とほぼ同水準であり、今次闘争に対する強い

覚悟が感じられた要求となり、また、「底上げ」「底支え」「格差是正」実現に向け

た粘り強い交渉が展開されたものと考える。 

 

２．妥結結果について 

（１）妥結水準は、過去最高の水準となった。物価上昇により組合員の生活防衛を求

めた要求額に対して、企業側もそれに応じる形となっているものの、価格転嫁が

進んでいない企業もあり、中央との水準に大きな差が生じる結果となった。 

（２）300 人未満の妥結状況では、中国地方の５県と比較しても、ほぼ同水準の引き

上げであったが、全国集計やその他都市部との比較において、格差が広がる結果

となった。格差是正に向けて、さらなる価格転嫁を進めていく必要があると考え

る。 

 

３．地域別最低賃金の取り組みについて 

中央最低賃金審議会から「50 円」の引き上げ目安が示された。本年度の目安は過

去最高額であり、今次の春季生活闘争の成果を未組織の労働者へと波及させ、社会

全体の賃金底上げにつながり得る点は評価できる。物価上昇が続く中、最低賃金近

傍で働く労働者の暮らしを守るという観点では十分とは言えないが、公労使で真摯

な議論を尽くした結果として受け止める。 

島根地方最低賃金審議会は、「58 円」引き上げることで結審した。引き上げ額に

ついては 47 都道府県の中で高水準であり、昨年に引き続いての地域間格差を縮小

することができた。 

 

４．産業別最低賃金の取り組みについて 

審議にあたっては、地域別最低賃金に対する優位性の確保を強く意識して審議に

臨んだ。 

一方で、引き上げ額に限度があるケースが今年度も発生したことについては、連

合島根として、産別最低賃金対策委員会や産別組合とさらに課題共有しながら来年
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度審議に向けての対応をしていかなければならないと考える。今後も基幹産業であ

る産業別最賃の意義と存在感をきちんと評価できる結果を目指して引き続き取り

組んでいく。 

 

５．物価高騰が生活を直撃しており、実質賃金が前年を下回っている状況において、

実質賃金が継続的に上昇し経済が安定的に上昇するステージへの転換を確実なも

のとするためには、次年度以降も賃上げを継続することで中期的に実質賃金を向上

させていく必要がある。2025 春闘の方針論議の中で今後の方向について検討して

いきたい。さらに、生産年齢人口の減少と労働市場、また低廉な賃金で働く労働者

の増大を食い止めつつ、島根県の産業の発展をしていくために更に知恵を絞らなけ

ればならない。連合本部とも連携し、労働条件の向上につなげていく。 

すべての働くものの安心・安定した労働条件の確立に向け、今後も継続した運動

を展開していく。 

 

ⅣⅣ．．22002255 春春季季生生活活闘闘争争にに向向けけてて  

１．「人への投資」と月例賃金の改善を中期的に継続することの重要性 

（１）物価を安定させ、積極的な人への投資によって実質賃金が継続的に上昇し経済

が安定的に上昇するステージへの転換を確実なものとするためには、賃上げの流

れを中期的に継続していくことが不可欠である。多くの人が生活向上を実感し、

将来への希望と安心感を持ててこそ、経済の好循環が自律的に回り始める。現在

の局面は、ステージ転換の入り口である。動き始めた賃金、経済、物価を安定し

た巡航軌道に乗せていくためのマクロの経済社会運営と、労使による未来志向の

労働条件決定が重要である。 

（２）今後の国民所得の分配について、物価と賃金の関係のみならず、社会全体の生

産性の伸びに応じて日本全体の賃金の中央値を引き上げるとともに賃金の底上

げ・格差是正をはかり、分厚い中間層の復活と働く貧困層の解消をめざすべきで

ある。中間層を厚くすることは、経済の好循環のみならず、社会の安定、社会保

障・財政の持続性、出生率の改善、地方経済の活性化などとも密接に関係してお

り、政労使で問題意識を共有し、社会の持続可能性を高め、よりよい未来を切り

拓いていく必要がある。 

 

２．付加価値の適正分配と格差是正の取り組み強化 

（１）持続的な賃上げと格差是正が実現できる環境をつくっていく必要がある。今次

闘争における「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」の取り

組みをさらに強化し、中小企業や有期・短時間・契約等で働く者の賃金を「働き

の価値に見合った水準」に引き上げることをめざす。 

（２）中小企業を取り巻く経営環境が大きく変化するなか、「人への投資」を政策的に

支援するとともに、自動化や省力化への助成や税制優遇などで生産性を高め、企

業を持続的に発展させる必要がある。また、公正取引委員会や中小企業庁の実態

調査などを踏まえ、この間の政策効果を検証し、物価や賃金が継続的に上昇する

新たな時代に対応する社会的ルール作りを進める必要がある。 

（３）賃金が上昇する時代に突入したことを踏まえ、労働組合として自らの賃金実態

の把握と分析が一層重要になっている。要求作りに先立って、社会的指標との比

較などを行い、企業規模間、雇用形態間、男女間の格差是正などに取り組む必要

がある。また、労働組合として賃上げ原資の配分にもしっかりと関与する必要が
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ある。 

 

３．賃金水準闘争の強化 

（１）格差是正には、社会的指標を踏まえためざすべき賃金水準を明確に意識して取

り組む必要がある。賃金水準検討ＰＴにおいて、賃金指標パッケージの見直しに

ついて検討を行った。ＰＴ答申を踏まえ、次年度の方針策定を進めていく。 

（２）連合リビングウェイジについても、9月を目途に本改定を行う。 

 

４．働き方の改善の取り組みについての相乗効果の工夫 

（１）人手不足の傾向がより一層強まるなかで、誰もが健康で安全に働き生活するこ

とができるように働き方の改善についても、“春闘メカニズム”を通じて社会の

流れを主体的に作り出していく必要がある。それぞれの産業・企業の課題に対応

した動きが出てきており、部門別共闘連絡会や担当者会議などの場を活用して早

めに情報交換を行うとともに、共通する課題に取り組む構成組織同士が連携する

ことで相乗効果が高まる可能性もある。次年度の方針策定の中で検討を深めてい

く。 

 

５．社会対話の推進や闘争の進め方など 

（１）政労使の社会対話を通じて、中期的・マクロ的な視点から問題意識を共有する

ことは重要であり、今後も経済団体との意見交換や政府会議体への参画などを通

じ、「働くことを軸とする安心社会」の実現に取り組む。地方版政労使会議につい

ては、各地域の声を踏まえ、次年度以降の効果的な開催に向けて、会議の名称、

参加者、開催時期、開催方法等を一定程度そろえることを検討する。 

（２）中央・地方での集会や記者会見など、例年以上に積極的な情報発信をおこなっ

た結果、マスコミをはじめとして社会的な注目度を高めることができた。「2024

春季生活闘争における連合アクション」の取り組みについても継続的な賃上げや

適正取引に向けた社会的機運の醸成につながった。今年の経験を踏まえ、中央と

地方の行動を連動させるには、十分な準備期間と連携が必要であり、次年度の行

動展開について早めに日程調整を含め準備を進める。 

（３）今後も有効な情報交換ができるよう、5つの部門別共闘連絡会議（金属、化学・

食品・製造等、流通・サービス・金融、インフラ・公益、交通・運輸）の柔軟な

開催に努めるとともに、相乗効果を高めるための共闘体制のあり方について引き

続き検討する。 

（４）2023 年 12 月～2024 年 4 月における組合づくりに関する相談は倍増した。労働

組合の存在意義を社会的にアピールするとともに、引き続き、春季生活闘争時に

おける組合づくりの相談対応や過半数代表制の運用の適正化に向けた職場点検

の徹底を行い、集団的労使関係の輪を広げるべく組織拡大・強化に取り組む。 
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22002244年年度度地地域域別別最最低低賃賃金金金金額額改改正正状状況況

ラ 都道府 2023年度 指

ン 県名 最低賃金額 専門部会 ６条 審議会 定 発効日

ク 時間額 時時間間額額 引引上上げげ額額 率率 決定日 ５項 結審日 発

東京 1113 11116633 5500 44..4499%% 8月5日 ★ 8月5日 ★ 10月1日
神奈川 1112 11116622 5500 44..5500%% 8月5日 ○ 8月5日 ○ 指 10月1日
大阪 1064 11111144 5500 44..7700%% 8月1日 有 ○ － － 10月1日
埼玉 1028 11007788 5500 44..8866%% 8月5日 ○ 8月5日 ○ 10月1日
愛知 1027 11007777 5500 44..8877%% 8月2日 ▲ 8月5日 ▲ 指 10月1日
千葉 1026 11007766 5500 44..8877%% 8月5日 ○ 8月5日 ○ 指 10月1日
京都 1008 11005588 5500 44..9966%% 8月5日 ● 8月5日 ● 10月1日
兵庫 1001 11005522 5511 55..0099%% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
静岡 984 11003344 5500 55..0088%% 8月1日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
三重 973 11002233 5500 55..1144%% 8月2日 ▲ 8月5日 △ 指 10月1日
広島 970 11002200 5500 55..1155%% 8月5日 △ 8月5日 △ 指 10月1日
滋賀 967 11001177 5500 55..1177%% 8月2日 △☆ 8月5日 △☆ 指 10月1日

北海道 960 11001100 5500 55..2211%% 8月2日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
茨城 953 11000055 5522 55..4466%% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
栃木 954 11000044 5500 55..2244%% 8月5日 有 ○ － － 指 10月1日
岐阜 950 11000011 5511 55..3377%% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
富山 948 999988 5500 55..2277%% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
長野 948 999988 5500 55..2277%% 8月5日 ○ 8月5日 ○ 指 10月1日
福岡 941 999922 5511 55..4422%% 8月8日 ● 8月9日 ● 指 10月5日
山梨 938 998888 5500 55..3333%% 8月1日 △☆ 8月5日 △☆ 指 10月1日
奈良 936 998866 5500 55..3344%% 8月2日 ▲ 8月5日 ▲ 指 10月1日
群馬 935 998855 5500 55..3355%% 8月8日 ▲ 8月8日 ▲ 10月4日
新潟 931 998855 5544 55..8800%% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
石川 933 998844 5511 55..4477%% 8月9日 ☆ 8月9日 ☆ 指 10月5日
福井 931 998844 5533 55..6699%% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
岡山 932 998822 5500 55..3366%% 8月6日 ▲ 8月6日 ▲ 10月2日

和歌山 929 998800 5511 55..4499%% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
徳島 896 998800 8844 99..3388%% 8月29日 ▲☆ 8月29日 △☆ 指 11月1日
山口 928 997799 5511 55..5500%% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
宮城 923 997733 5500 55..4422%% 8月5日 △☆ 8月5日 △☆ 指 10月1日
香川 918 997700 5522 55..6666%% 8月6日 有 ○ － － 10月2日
島根 904 996622 5588 66..4422%% 8月16日 ● 8月16日 ● 10月12日
愛媛 897 995566 5599 66..5588%% 8月19日 有 ○ － － 10月13日
福島 900 995555 5555 66..1111%% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
鳥取 900 995577 5577 66..3333%% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
佐賀 900 995566 5566 66..2222%% 8月20日 ● 8月20日 ● 10月17日
山形 900 995555 5555 66..1111%% 8月20日 ● 8月21日 ● 10月19日
大分 899 995544 5555 66..1122%% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
青森 898 995533 5555 66..1122%% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
長崎 898 995533 5555 66..1122%% 8月16日 ● 8月16日 ● 10月12日

鹿児島 897 995533 5566 66..2244%% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
熊本 898 995522 5544 66..0011%% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
高知 897 995522 5555 66..1133%% 8月13日 有 ○ － － 10月9日
宮崎 897 995522 5555 66..1133%% 8月9日 ● 8月9日 ● 指 10月5日
沖縄 896 995522 5566 66..2255%% 8月13日 ● 8月13日 ● 10月9日
岩手 893 995522 5599 66..6611%% 8月27日 ● 8月28日 ● 10月27日
秋田 897 995511 5544 66..0022%% 8月5日 ■ 8月5日 □ 指 10月1日

加重平均 1004

  ※ 決定状況表示○：全会一致 ●：使用者側反対　▲：労働者側反対　☆：使用者側一部反対　△：労働者側一部反対　★：使用者側一部棄権

■：使用者側退席　◆：労働者側退席　□：使用者側一部退席　◇：労働者側一部退席　▽：労働者側一部棄権

※ 加重平均は、厚生労働省発表による
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連合　労働条件・中小地域対策局
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